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※ 当資料はIBM ビジネス・パートナー契約へお申し込みいただくためのガイドです。

※ 当資料に含まれるPPSの画⾯レイアウトは予告なく変更される場合があります。 あらかじめご了承ください。

※ 当資料に含まれるParnterWorldサイトへの閲覧にはIBM IDとパスワードが必要な場合があります。

※ PatnerWorldの本社ロケーションのプロファイル管理者（APA) にて申請してくださいますようお願いします。
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1. ビジネス・パートナー契約締結の概要
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1. IBMビジネス・パートナー新規契約申請の流れ

1. PartnerWorld 会員登録

(1)IBM ID取得 (2)PPS企業プロファイル登録

7.契約の承認

6. インテグリティ研修

受講

3. IBMビジネス・パートナー契約申請手続き

(対象製品・サービスの選択/コンプライアンスに関する質問への回答)

PartnerWorldより申請

IBM eSignatureにてご署名

4. 電子署名による合意

オンライン研修(約30分）

1. PartnerWorldプログラムへの会員登録(P9)
• 「IBM PartnerWorld合意書」 *1への同意が必要です。
• 企業プロファイルの登録申請をしていただいた方が、PPS企業プロファイ

ル本社ロケーションの「リレーションシップ一次担当者（PRC)」となり、
「プロファイル管理者（APA)」の権限を有します。

• すでにご登録いただいている場合*２は、3の手順に進んでください。

2. 作業完了の連絡

• 申請後、IBMからXX⽇以内に作業完了のご連絡をいたします。作

業完了のご連絡をもって登録を完了します。

3. IBMビジネス・パートナー契約申請手続き (P22)

4. 電子署名による合意(P56)
• IBM eSignatureにて「IBMビジネス・パートナー契約」 *1に電子署

名による合意を頂きます。

5. 審査
• IBMによる契約の審査です。通常、2日〜5⽇程度お時間をいただき

ますが、審査状況によってはこの限りではありません。
• 並⾏して3.電子署名は進めていただけます。

6. インテグリティー研修の受講 （次項）

7. 契約の承認
• IBMより契約承認通知を⾏います。本通知をもって契約完了です。

8. お取引開始
• 契約の承認の翌日より、ディストリビューターから注文いただけます。

時間がかかる場合がありますので、余裕をもってお申し込みください。

*1 「IBM PartnerWorld合意書」 および「IBMビジネス・パートナー契
約」 は以下のURLよりご確認いただけます。

https://www.ibm.com/partnerworld/page/agreements

*2 PPS企業プロファイルに登録済みかどうかの確認は、IBMパートナー・サ
ポート・デスク (ibmpsdjp@jp.ibm.com)までお問い合わせください。
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5.審査

8. お取引開始

翌日

2日〜

1週間程度

2. 作業完了

の連絡

2〜3⽇程度
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2. IBMビジネス・パートナー契約締結時のお願い事項

IBMでは⽶国および⽇本を含む関係各国の腐敗防⽌や反贈収賄に係わる法律や規制を遵守しており、これらの法律・規制を遵守するため、
IBM のビジネス・パートナー契約の締結をいただく全てのパートナー様に、下記のご対応をお願いしております。

1. 「コンプライアンスに関する質問」への回答
IBMの全てのパートナー様向けのプログラムや契約で共通となりますので、いずれかのプログラム/契約でご回答済みの場合は、申請画
面に表示されません。質問についてはP9をご参照ください。

2. インテグリティー研修の受講
インターネットに接続可能であればどこでも受講できる約30分のオンライン研修です。
IBMビジネス・パートナー契約申請の際に、受講者をご登録いただきます。
登録頂いただいた受講者様には、BPIE@us.ibm.com からURLリンク付きのウェルカム・メール(受講案内) が送られ、メールに記載
のURLリンクからご受講いただけます。
注意:IBMビジネス・パートナー契約の合意から30⽇以内にインテグリティー研修の受講を完了いただけない場合、IBMビジネス・パー
トナー契約は通知なしに終了となります。必ず30⽇内に受講完了頂けますよう、お願いいたします。

3. 法人登記簿謄本のコピー（必要な場合*のみ）
ご提出が必要な場合、PPSでのビジネス・パートナー契約申請時に法人登記簿謄本のコピー添付欄が表示されます。PDFやJPEG
などのファイル形式でアップロードしてください。
＊添付欄が表示されない場合は、ご提出の必要はございません。
＊法人登記簿謄本のコピーが必要かどうかの事前確認は、以下の窓口までお問い合わせください。

BP契約 お問い合わせ窓口 :  PRTNRQA@jp.ibm.com



8

 IBM Hardware VAD︓
• 株式会社イグアス
• 株式会社ネットワールド
• エヌアイシー・パートナーズ株式会社

「Power Systems」と「Storage」で同じディストリビューターを選択
します。

3. 事前準備︓IBMバリュー・ディストリビューター(VAD)の選択

 IBM Software VAD︓
• 株式会社イグアス
• 株式会社ネットワールド
• エヌアイシー・パートナーズ株式会社
• SB C&S株式会社

ソフトウェア製品全てで、1社選択します。Hardwareとは
異なるディストリビューターを選択することも可能です。

注意︓

• VADを選択する製品について、ご注⽂は基本的に選択したディストリビューター様を通して⾏います。(「Software open distribution 
products」の製品のみ指定以外のVADに注文可能です。)

• ディストリビューターの変更は、指定から1年後に可能となります。

Hardware、SoftwareでそれぞれIBMバリュー・ディストリビューター(VAD)から、ご注文時のディストリビューターを指定する必要があります。

バリュー・ディストリビューター様ご紹介ページ︓

https://www.ibm.com/jp-ja/partnerworld/resources/vad

※サード・パーティーとしてのみ再販する場合でも、下記ディストリビューターを選択する必要があります。
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「コンプライアンスに関する質問」では、ビジネス・パートナー契約のための審査に必要な情報として、下記項目をご回答
ただきます。事前に回答をご準備ください。

 貴社の発⾏済株式の5 %以上を有している法人/個人、および最上位の親会社
• 法⼈︓社名と持ち株⽐率
• 個⼈︓⽒名、持ち株⽐率、出⽣年

 会社の主要責任者（営業責任者、財務責任者、代表取締役/最高経営責任者）について
• 氏名(アルファベットおよび日本語)、出⽣年が必要となります。
• 氏名はパスポートなどの公式文書に記載される表記でお願いいたします。
• 上記に記載されている責任者を置いていない場合（例えば、財務責任者の職責を置

いていない等）には、上記職責と同等の職責を有する方をご記入ください。
• 一人の方に複数の職責をご登録いただくことは可能です。

 IBMもしくはIBMビジネスパートナー社員の在籍について

 銀⾏⼝座が⽇本に存在するかどうか

 過去5年以内の倫理に反する⾏為について

 官公庁との関係

 IBMビジネス・パートナーとの関係

4. 事前準備︓「コンプライアンスに関する質問」への回答
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2. PartnerWorld 会員登録
- IBM IDの取得とPPS企業プロファイルの登録 -
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https://www.ibm.com/jp-ja/partnerworld/public にアクセスし「メンバーになる」をクリックします

1. PartnerWorld 参加申請
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* e-mail、氏名、パスワードを⼊⼒し、「次へ」をクリックします。

2. IBMアカウントの作成

IBM IDを既にお持ちの方は、「ログイン」をクリックし、
ログインしてください。
『Register as an IBM Business Partner』の画
面が開きますので、P14の手順にお進み下さい。

『ご氏名(名)』 『ご氏名(姓)』 は、
必ず 半角英字 でご⼊⼒下さい。

→すでにIBM IDをお持ちの場合、申請する際のIBM ID氏名は、「半角英

字」である必要があります。

⽇本語で登録されている場合は、下記操作にて英語へ変更後、再度申請

をお試しください。）

■IBM ID情報変更⽅法

①IBMトップページへアクセス

https://www.ibm.com/jp-ja

②右上の人型アイコンにカーソルを合わせ『サインイン』をクリック

③IBM ID、パスワードを⼊⼒し、ログイン

④右上の人型アイコンにカーソルを合わせ『プロファイル』をクリック

⑤ご希望の項目右の鉛筆マークをクリックの上、情報を更新し、 『Save』を

クリック
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IBMアカウントの作成で設定したe-メールアドレスに７桁のコードが送信されますので、メールをご確認ください。
メールで届いた7桁のコードを⼊⼒し「アカウントの作成」をクリックします。

7桁のコードを⼊⼒してく
ださい

3. e-メールの確認
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IBMによる基本的な個⼈データの使⽤⽅法をご理解・ご同意の上、「次に進む」をクリックします。
4. IBMidのアカウント・プライバシーについて
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「貴社をIBMパートナーとして登録する」を選択し、「開始」を選択します。

5. ビジネス・パートナーに登録する
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6. 企業情報の⼊⼒(1)

貴社の会社名、住所等の基本情報を⼊⼒してください。*印の項目は必須です。

1 2

3

1. 英語会社名を記入します。(必須)

2. 日本語会社名を記入します。 (必須)

3. 通称があれば記入します。(任意)

※1.2 について、PartnerWorldでは法人格を含めた
正式名称でのご登録が必要となります。大文字/小文
字、“.”/“・” 等も含め、正式名称をご確認の上ご⼊⼒
下さい。
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6. 企業情報の⼊⼒(2)

⼊⼒を完了したら「次へ」をクリックしてください。*印の項目は必須です。

1

2

3

4 5

6

7 8

9

1. 都道府県を選択します。 (必須)

2. 英語にて市区町村以下の住所を記入します。
(必須)

3. 日本語にて市区町村以下の住所を記入します。
(必須)

4. 英語にて市区町村を記入します。 (必須)

5. 日本語にて市区町村を記入します。 (必須)

6. 郵便番号を記⼊します。 (必須)

7. 電話番号をハイフンなしで記入します。 (必須)

8. 会社のホームページのURLを記入します。ない場
合は「NONE」と記入します。 (必須)

9. クリックします。
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7. リレーションシップの選択(1)

IBMとのリレーションシップについて、ビルド/サービス/再販の中から興味のあるトラックを選択します。
チェックボックスの隣の ∨ をクリックすると各トラックの説明が表示されます。(次項参照）
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7. リレーションシップの選択(2)

ビルド: 革新的な製品を構築する サービス: 独自の付加価値を提供する 再販: IBMの製品とサービスを再販する

ビルド・トラック、サービス・トラック、再販トラックにつきましては、以下PartnerWorld Webサイトをご参照ください。
https://www.ibm.com/jp-ja/partnerworld/public/program-overview

ビルド/サービス/再販の各トラックの内容をご確認の上、貴社に当てはまるものを選択してください。



7. リレーションシップの選択(3)
該当するトラックを選択したら、「Next」をクリックしてください。

*複数選択可能です。該当するもの全てにチェックをしてください。

2

1
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「IBM PatnerWorld合意書」への同意をお願いいたします。日本語版の合意書は以下のURLよりご確認いただけます。

https://www-356.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/ContentHandler/agreements

8. IBM PartnerWorld 合意書 への同意

1. 最後までスクロールダウンしながら、
「IBM PatrnerWorld合意書」を
確認します。

2. 「同意する」にチェックします。

3. 「次へ」をクリックします。

注意︓1で最後までスクロールダウンして
いないと「次へ」をクリックしても先に進め
ない場合があります。

1

2

3
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 申請内容を確認し、「送信」をクリックします。

 確認番号が表示されますので、控えてください。（問い合わせの際
に必要となります。)

9. 申請内容の確認と申請

IBMにて申請を受領した後、ibmpsdjp@jp.ibm.comより確認のご連
絡をさしあげます。その後、件名︓【作業完了のご連絡】のメールをもって、
企業プロファイルの登録が完了します。

企業プロファイルの登録完了後、IBMビジネス・パートナー契約申請手続
き（次項）に進んでください。
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3. IBMビジネス・パートナー契約申請手続き
- PPS企業プロファイルでの申請 -
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1. PPS (PartnerWorld Profiling System)への サインイン

下記URLよりアクセスします。
PartnerWorld 企業プロファイルの本社ロケーションのプロファイル管理者(APA)様にてご実施ください。

https://www.ibm.com/partnerworld/partnertools/profiles.wss

※ PPS本社ロケーションのプロファイル管理者（APA）がわからない場合は、以下の窓口までお問い合わせください。

ibmpsdjp@jp.ibm.com (IBMパートナー・サポート・デスク)



ⓒ 2018 IBM Corporation25

2. PartnerWorld プロファイル – 通知メールの言語設定

PPSからの⾃動配信メールはデフォルトで英語になっています。通知を⽇本語で受領いただくために、まず⾔語の設定を変更してください。

1. 右上のマークにカーソルを置き、「プロファイル」をクリックします。

2. 「連絡における希望言語」の「編集」をクリックします。

3. プルダウンを表示します。

1

2

3



ⓒ 2018 IBM Corporation26

2. PartnerWorld プロファイル – 通知メールの言語設定

4. 「日本語」を選択します。

5. 「更新」ボタンをクリックします。

6. 「連絡先情報」の「連絡における希望言語」に「日本語」が
セットされていることを確認します。

4

5

6
連絡における希望言語が「日本語」
に設定されました。
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3. 契約情報

1. 「契約情報」をクリックします。

1

2. 「リレーションシップ/BP契約」をクリックします。

2
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4. リレーションシップ/BP契約
1. 「ビジネス・パートナー契約の管理」の画⾯内 「リレーションシップ」をクリックします。

1
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5-1. ビジネス・パートナー契約の申請 – リレーションシップの選択

2

1

1. 「取引関係を申請」画面の 「リレーションシップ/BPタイプ 」でスクロールダウンし、
2. 「Reseller」を選択します。

注意︓まだ、「次へ」はクリックしないで
ください。
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5-2. ビジネス・パートナー契約の申請 – 製品とディストリビューターの選択

1

1. 「製品の表示/変更」が表示されるので、クリックします。

2. IBM Productカテゴリーが表示されます。

3. Hardwareから順に開いて製品が選択されていることを
確認し、ディストリビューターを選択します。

2

注意︓

• 各Productカテゴリーに標準で選択されている製品があります
ので、全てのカテゴリーを開いてご確認ください。

• Hardware の「Power Systems」と「Storage」、および
Softwareでは、必ずディストリビューターを選択する必要があり
ます。

• 標準で選択されている製品は全てそのままで、ディストリビュー
ターを選択して申請することをお勧めします。

※サード・パーティーとしてのみ商流に参画される場合は

Hardware/IBM Services/Software全てを、デフォルト

設定のままご選択のうえ申請ください。
（P31/P33 ディストリビューターの選択 は必要となります）
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5-3. ビジネス・パートナー契約の申請 – 製品とディストリビューターの選択 (Hardware)

1 2

1. 「Power Systems」のディストリビュー
ターを選択します。

2. 「Storage」のディストリビューターを選択
します。

3. そのほか希望する製品カテゴリー*に
チェックをいれます。

*認定資格等が必要な場合があります。事
前にご確認ください。

注意︓「Power Systems」と「Storage」で
同一のディストリビューターをご選択ください。

SPパートナー様の追加申請の場合
• 「Reseller – Hardware」で承認済みのHW製品に予めチェックが入っています。チェックを外さ

ないでください。

SIパートナー様の追加申請の場合
• 「Reseller」ではハードウェア製品を申請できません。あらかじめ入っているチェックを外して次へ進

んでください。



5-4. ビジネス・パートナー契約の申請 – 製品とディストリビューターの選択 (IBM Services)

1. IBM Servicesの「＋」をクリックすると、IBM Servicesのカテゴリーが表示されます。

2. IBM Servicesのカテゴリーには「Infrastructure Services」「Technology Support Services」に予めチェックがは
いっています。

3. その他希望するサービスがあればにチェックをいれ、IBM Serviceの「ー」をクリックして閉じます。

注意︓

• HWの保守契約でIBM Servicesの契約が必要とな
ります。HW製品を選択している場合は、チェックを外さ
ないでください。
(もしチェックが外れていたら、チェックを入れてください。)

• ディストリビューターの選択画面が表示されている場合
は、Hardwareで選択したディストリビューターを選択し
てください。

32



5-5. ビジネス・パートナー契約の申請 – 製品とディストリビューターの選択 (Software)

1. IBM Softwareの「＋」をクリックします。

2. Distributor を選択します。

3. 全ての製品グループにチェックが入ってい
ること(⿊四角になっている)を確認してく
ださい。

4. 「次へ」をクリックします。

※現在、全ての製品にチェックが入っていますが、
もしチェックが入っていない製品グループがあれば
チェックを入れて申請してください。

4

3

2

33
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6-1. 各種責任者登録およびインテグイリティ・トレーニング

1. 「＋インテグリティー・トレーニング」をクリックします。
※すでにHardwareの契約をお持ちのパートナー様は、インテグリティ・トレーニングを完了されていますので、この画⾯は表⽰さ
れず、「Additional Documentation」画面に進みます。 (P33)

1

注意︓登録が完了するまで「次へ」をクリックしないでください。
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6-2. 各種責任者登録およびインテグイリティ・トレーニング

1. 受講者の姓、名、Eメール・アドレスを⼊⼒して
検索します。姓、名はアルファベットで⼊⼒してく

ださい。
2. 企業プロファイルに社員登録があれば、該当者

名とEメールアドレスが表示されますので、該当
者をクリックします。

3. 社員登録がない場合は、 「Add New 
Employee」をクリックします。

1

PA

PARTNAR Japan – partjp@jp.ibm.com 2

３
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1. 社員登録がある場合は、「名(英語)」、「姓(英語)」、「Eメール」に社員登録の情報が表示されます。
2. 「Add New Employee」を選択している場合は、「名(英語)」、「姓(英語)」、「Eメール」を記入します。
3. 「インテグリティー・トレーニング社員に割り当て」をクリックします
4. 登録した社員の姓名とEメールが表示されます。
5. 対象者全員を登録するまで手順を繰り返します。

6-3. 各種責任者登録およびインテグイリティ・トレーニング

3

4

2

注意︓対象者全員を登録するまで「次へ」をクリックしないでください。

PARTNAR Japan – partjp@jp.ibm.com

PARTNAR 

Japan 

partjp@jp.ibm.com

1

5



6-4. 各種責任者登録およびインテグイリティ・トレーニング

1. 対象者全員の全員の登録を確認し、
2. 「次へ」をクリックします。

2

1

• 本申請を完了したのち、インテグリティ・トレーニン
グの受講者の方には、BPIE@us.ibm.com か
らURLリンク付きのウェルカム・メール(受講案内) 
が送られます。

• メールに記載のURLリンクからご受講いただけます
ので、30⽇以内に受講を完了いただけますようお
願いいたします。

• 受講を完了するまで、何回かリマインドメールが送
られます。

• 30⽇以内に受講を完了されなかった場合は、本
申請で締結したIBMビジネス・パートナー契約は
解約となりますのでご注意ください。

37
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7-1. Additional Documentation︓法⼈登記簿謄本のコピー

1. 「登記簿謄本のコピー」と表示されている場合、
2. 「Browse」をクリックし、法人登記簿謄本のPDFやJPEGなどの画像ファイルをアップロードします。
3. アップロード後、選択したファイル名が表示されていることをご確認ください。

1

2

3. アップロードしたファイルは
ここに表示されます。

※「登記簿謄本のコピー」が表⽰されていない場合は法⼈登記簿謄本のコピーは不要です。
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7-2. Additional Documentation︓認定証明書の受諾

1. 画⾯下「認定証明の受諾」の「クリックして認定証明書の受諾」のボタンをクリックすると別ウィンドウで確認画面が開きます。

2. 内容を確認し「同意します」をクリックします。

1

2



1. 認定証明書の受諾⽇と担当者
が表示されます。

2. 送信者情報の「出⽣年」を選択
します。

3. 「送信」または「次へ」をクリックしま
す。

3

40

7-3. Additional Documentation︓認定証明書の受諾

• コンプライアンスに関する質問が回答済みの場合は
「送信」が表示されます。クリックして次項へ進んでくだ
さい。

• これまでに「コンプライアンスに関する質問」に回答した
ことがない場合は、「次へ」が表示され、クリックすると
「コンプライアンスに関する質問」の画面に入ります。
P37へ進んでください。

1

2



8.確認ページ
 「確認ページ」が表示されます。お問い合わせ時に必要となりますので、必ず「確認番号」を保管してください。

確認ページがでたら申請完了です。

以下のメールが送られますので、ご確認ください。

ご申請者様宛て︓

•申請が受理されたメール
•電子署名依頼のメール

本ガイドのP53「IBM eSignatureガイド」を参
照し、電子署名をお願いいたします。

インテグリティー研修の受講者様宛︓

• ウェルカム・メール(インテグリティー研修受講案内)

届かない場合は、確認番号をPRTNRQA@jp.ibm.com
までお知らせください。

※下記の画⾯が表⽰された場合は、⼊⼒必須要件を満たし
ていません。該当ページに戻って修正してください。

41
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4. IBMビジネス・パートナー契約申請手続き
- コンプライアンスに関する質問-
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ご参考︓コンプライアンスに関する質問: 用語の定義

このセクションで使用されている用語の定義について

• 取締役会メンバー︓貴社取締役会またはそれと同等の機関またはグループの全てのメンバーが含まれます。

• 会社︓全ての企業、法⼈、パートナーシップ、有限会社、合同会社またはその他の団体が含まれます。

• 官公庁︓ (a) 国、州、または地方自治体、(b) 公的国際機関（国連等）、(c)公的調達法対象機関もしくは対象会社、
(d)この定義のうち(a)(b)(c)または(d)に示された政府、組織、機関または会社によって所有または支配されている会社
（例えば、国営⽯油会社や電話会社 等）が含まれます。

• シニアマネジメント: (a) 会社の役員、社⻑、上級副社⻑、常務、営業、財務、マーケティング担当取締役および同社の経
営陣の全てのメンバーが含まれます。 (b) 役員、社⻑、上級副社⻑、常務、または、営業、財務、マーケティング担当取締
役が存在しない場合には、それらと同等の職責を有する者、および、(c)(a) および(b)に報告しているもの（秘書アシスタント
のような業務補助を除く）が含まれます。

• 最上位の親会社︓その企業体の最上位に位置付けされる会社を指します。最上位の親会社は、直接または間接に会社を

⽀配します。以下の例ではC社はA社の最上位の親会社となります。
• A社はB社により⽀配されています︔
• B社はC社により⽀配されています︔
• C社を支配している会社はありません
もしA社を支配している会社がない場合は、A社が最上位の親会社となります。
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1-1. 会社所有について

1. 会社所有について、「はい」または「いいえ」をクリックしてください。

1
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1-2. 会社所有について: 

1. 「はい」を選択した場合、会社所有の詳細を⼊⼒する必要があります。

2. 「会社または個人の追加」をクリックして「会社所有の詳細」の項目のご記入およびチェックをお願いします。

1

2
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1-3. 会社所有について
会社所有の詳細を記入します。*印の項目は⼊⼒必須です。記⼊が完了したら「次へ」をクリックします。

「株主⽐率」は⼩数点、％は含めず、整数のみ⼊⼒してください。

個人株主の場合はチェックしてください。

＊印はありませんが出⽣年は回答必須です。

法⼈の場合は創⽴年を選択してください。
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1-4. 会社所有について
1. ⼊⼒頂いた内容が表⽰されます。

2. 該当が複数ある場合は、「会社または個人の追加」をクリックして同様の手順にて追加してください。

1

2
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2-1. 主要責任者について
1. 「主要責任者」の「+」をクリックして、 (1) 代表取締役/最⾼経営責任者、(2) 財務責任者、(3) 営業責任者の名

前を登録します。(1名に複数の役割をこ登録することも可能です。)

2. 企業プロファイルに社員登録がある場合、「社員の検索」にて、姓もしくは名をアルファベットで検索、またはEメール・アド
レスにて検索の上、該当者を選択します。

3. 社員登録がない場合は、「Add New Employee」で登録します。全項目必須のため、空⽩欄があれば⼊⼒します。

4. 「作成して続ける」 をクリックします。

1

2

3

4



2-2. 主要責任者について
情報が正しく登録されていることをご確認ください

49
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3-1. コンプライアンスに関する質問
各項目の質問に、「はい」、または「いいえ」で回答します。詳細コメントのフィールド（※）が表示された場合は、詳細を記入してください。

（※）例えばこの質問で「はい」を選
択した場合、「はい」「いいえ」の下
に詳細コメントのフィールドが表示さ
れます。
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3-2.コンプライアンスに関する質問(詳細コメント): IBMとIBMビジネスパートナー社員
の在籍について
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3-3.コンプライアンスに関する質問(詳細コメント):財務情報について
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3-4.コンプライアンスに関する質問(詳細コメント):倫理に反する⾏為について
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3-5.コンプライアンスに関する質問(詳細コメント):官公庁との関係
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3-6.コンプライアンスに関する質問(詳細コメント) ︓IBMビジネス・パートナーとの関係

貴社の最上位の親会社もしくは関連会社が現在、IBMとビジネ
ス・パートナー契約、あるいは、ESA契約(Embedded 
Solution Agreement)を結んでいますか︖

（注意︓関連会社とは、1)貴社が所有している、2)貴社を所
有している、または共同所有権を通じて貴社と関連会社の両⽅
を管理している、または 3)投票権の50％以上を保有する会社
または法⼈です。例えば貴社の親会社、⼦会社、系列会社、
貴社および他社を所有または管理する会社、法⼈、個⼈です。

「はい」の場合は, IBMとビジネス・パートナー関係にある会社名、
法人名または個人名、および貴社との関係をご記入ください
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4. 送信者情報

コンプライアンスに関する質問すべてに回答すると、画面下に「送信者情報」が表示されます。

空白の欄があったらご記入ください。

「送信」をクリックすると申請は完了です。



5.確認ページ
 「確認ページ」が表示されます。お問い合わせ時に必要となりますので、必ず「確認番号」を保管してください。

確認ページがでたら申請完了です。

以下のメールが送られますので、ご確認ください。

ご申請者様宛て︓

•申請が受理されたメール
•電子署名依頼のメール

本ガイドのP53「IBM eSignatureガイド」を参
照し、電子署名をお願いいたします。

インテグリティー研修の受講者様宛︓

• ウェルカム・メール(インテグリティー研修受講案内)

メールが届かない場合は、確認番号を
PRTNRQA@jp.ibm.com までお知らせください。

※下記の画面が表示された場合は、⼊⼒必須要件を満たし
ていません。該当ページに戻って修正してください。

57
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5. IBMビジネス・パートナー契約申請手続き
- IBM eSignatureガイド -
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1. IBM eSignatureガイド︓全体図

PSSでのビジネス・パートナー 契約新規申請（全体図①）完了後、ご申請者様は数分以内に以下の2つのメールを受信します。
1. PartnerWorld ContractservicesからのPPS申請が受理されたメール(全体図②)
2. eSigntature at IBMあるいはeSign Liveからの電子署名依頼メール(全体図③)

PRC︓リレーションシップ１次担当者様

・APAより1名ご設定頂く、

PartnerWorldでの企業代表者様。

APA︓プロファイル管理者様

・PartnerWorldにご登録の全御社

情報の閲覧編集が可能。

・各ロケーションに複数名設定可能。
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2. IBMビジネス・パートナー契約新規申請 受領通知
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3. IBM eSignature による電子署名依頼メール

• 申請者は申請者は申請者は申請者は PPS申請処理の数分後に申請処理の数分後に申請処理の数分後に申請処理の数分後に eSignLive もしくはもしくはもしくはもしくは
eSignature at IBM からのからのからのからの電子署名依頼メールを受信します電子署名依頼メールを受信します電子署名依頼メールを受信します電子署名依頼メールを受信します
（全体図③）。（全体図③）。（全体図③）。（全体図③）。

• １０分以上経過してもメールが届いていない場合は、１０分以上経過してもメールが届いていない場合は、１０分以上経過してもメールが届いていない場合は、１０分以上経過してもメールが届いていない場合は、 “迷惑迷惑迷惑迷惑
フォルダ（スパム・メール）フォルダ（スパム・メール）フォルダ（スパム・メール）フォルダ（スパム・メール）” フォルダを確認してください。フォルダを確認してください。フォルダを確認してください。フォルダを確認してください。

• 「ドキュメントに移動します」をクリックしてください。「ドキュメントに移動します」をクリックしてください。「ドキュメントに移動します」をクリックしてください。「ドキュメントに移動します」をクリックしてください。
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4-1. 電⼦署名による合意- 「ドキュメントに移動します」のリンク先⽂書

1.

2.

3. 4.

1. 契約書の契約書の契約書の契約書のPDFファイルをダウンロードします。印刷も可能です。ファイルをダウンロードします。印刷も可能です。ファイルをダウンロードします。印刷も可能です。ファイルをダウンロードします。印刷も可能です。

2. 左下にある左下にある左下にある左下にある①①①①をクリックすると、契約書の署名欄に移動します。をクリックすると、契約書の署名欄に移動します。をクリックすると、契約書の署名欄に移動します。をクリックすると、契約書の署名欄に移動します。
（次頁参照）（次頁参照）（次頁参照）（次頁参照）

3. 署名者を変更する場合は、「署名者を変更」ボタンを使用せず、署名者を変更する場合は、「署名者を変更」ボタンを使用せず、署名者を変更する場合は、「署名者を変更」ボタンを使用せず、署名者を変更する場合は、「署名者を変更」ボタンを使用せず、
署名権限者、氏名、役職名、メールアドレスを署名権限者、氏名、役職名、メールアドレスを署名権限者、氏名、役職名、メールアドレスを署名権限者、氏名、役職名、メールアドレスを
PRTNRQA@jp.ibm.com 宛てにメールにてお知らせください。宛てにメールにてお知らせください。宛てにメールにてお知らせください。宛てにメールにてお知らせください。

4. 「拒否」は、「拒否」は、「拒否」は、「拒否」は、IBMと当契約の同意をしないときのみ使用します。と当契約の同意をしないときのみ使用します。と当契約の同意をしないときのみ使用します。と当契約の同意をしないときのみ使用します。
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4-2. 電子署名による合意- 電子署名箇所

• 付箋付箋付箋付箋がががが貼貼貼貼ってあるってあるってあるってある箇所箇所箇所箇所がががが署名欄署名欄署名欄署名欄ですですですです。。。。

• 黄色黄色黄色黄色いボックスにカーソルをいボックスにカーソルをいボックスにカーソルをいボックスにカーソルを合合合合わせるとわせるとわせるとわせると「「「「クリックしてクリックしてクリックしてクリックして署名署名署名署名」」」」がががが表表表表
示示示示されますのでクリックしてされますのでクリックしてされますのでクリックしてされますのでクリックして手書手書手書手書きのきのきのきの署名署名署名署名をしますをしますをしますをします。。。。
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4-3. 電子署名による合意- 電子署名

• 空白欄にマウスや空白欄にマウスや空白欄にマウスや空白欄にマウスやPadを使って署名してください。を使って署名してください。を使って署名してください。を使って署名してください。

• 署名をやり直したい場合は、「クリア」を使います。署名をやり直したい場合は、「クリア」を使います。署名をやり直したい場合は、「クリア」を使います。署名をやり直したい場合は、「クリア」を使います。

• 記載した署名でよろしければ、「記載した署名でよろしければ、「記載した署名でよろしければ、「記載した署名でよろしければ、「OK」をクリック。」をクリック。」をクリック。」をクリック。

• モバイル機器を使って署名する時は、モバイル機器を使って署名する時は、モバイル機器を使って署名する時は、モバイル機器を使って署名する時は、 「お使いの「お使いの「お使いの「お使いの

携帯デバイスで署名」をクリックします。この機能に携帯デバイスで署名」をクリックします。この機能に携帯デバイスで署名」をクリックします。この機能に携帯デバイスで署名」をクリックします。この機能に
よりよりよりより eSignLive もしくはもしくはもしくはもしくは eSignature at IBM からからからから

のメールが署名権限者のアドレスに再送されます。のメールが署名権限者のアドレスに再送されます。のメールが署名権限者のアドレスに再送されます。のメールが署名権限者のアドレスに再送されます。
再送されたメールを他のデバイスから開くことがで再送されたメールを他のデバイスから開くことがで再送されたメールを他のデバイスから開くことがで再送されたメールを他のデバイスから開くことがで
きる場合のみ有効です。別のメールアドレスを指定きる場合のみ有効です。別のメールアドレスを指定きる場合のみ有効です。別のメールアドレスを指定きる場合のみ有効です。別のメールアドレスを指定
することはできません。することはできません。することはできません。することはできません。（（（（P. 9 参照）参照）参照）参照）

• モバイル機器を使わず、そのままモバイル機器を使わず、そのままモバイル機器を使わず、そのままモバイル機器を使わず、そのままPCで署名されたで署名されたで署名されたで署名された
場合は場合は場合は場合は P. 10 へお進みください。へお進みください。へお進みください。へお進みください。
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4-4. 電子署名による合意- （モバイル機器を使用した場合）

• 前頁の「お使いの携帯デバイスで署名」をクリックすると、「説前頁の「お使いの携帯デバイスで署名」をクリックすると、「説前頁の「お使いの携帯デバイスで署名」をクリックすると、「説前頁の「お使いの携帯デバイスで署名」をクリックすると、「説
明のキャプチャ」が表示されます。「モバイルデバイスでの署明のキャプチャ」が表示されます。「モバイルデバイスでの署明のキャプチャ」が表示されます。「モバイルデバイスでの署明のキャプチャ」が表示されます。「モバイルデバイスでの署
名」をクリックします。名」をクリックします。名」をクリックします。名」をクリックします。

• 再再再再送送送送さささされれれれたたたたメメメメーーーールルルルををををモモモモババババイイイイルルルル機機機機器器器器でででで開開開開きききき、、、、電電電電子子子子署署署署名名名名リリリリンンンンククククををををクククク
リックします。署名が完了するまでリックします。署名が完了するまでリックします。署名が完了するまでリックします。署名が完了するまでPCのブラウザは閉じないでのブラウザは閉じないでのブラウザは閉じないでのブラウザは閉じないで
ください。ください。ください。ください。

• ガイダンスの通り署名をしてください。ガイダンスの通り署名をしてください。ガイダンスの通り署名をしてください。ガイダンスの通り署名をしてください。

• PCの画面に戻り、の画面に戻り、の画面に戻り、の画面に戻り、 「私は自分の携帯デバイスに署名しまし「私は自分の携帯デバイスに署名しまし「私は自分の携帯デバイスに署名しまし「私は自分の携帯デバイスに署名しまし
た。」た。」た。」た。」 をクリックします。をクリックします。をクリックします。をクリックします。

Ibm.hakozaki@jp.ibm.com
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4-5. 電子署名による合意- 確認画面

• ブラウザを閉じると確認画面が表示されます。「ブラウザを閉じると確認画面が表示されます。「ブラウザを閉じると確認画面が表示されます。「ブラウザを閉じると確認画面が表示されます。「Ok」」」」
をクリックします。をクリックします。をクリックします。をクリックします。

• 「閉じる」をクリックして署名済みの契約書を確認し「閉じる」をクリックして署名済みの契約書を確認し「閉じる」をクリックして署名済みの契約書を確認し「閉じる」をクリックして署名済みの契約書を確認し
ます。ます。ます。ます。
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4-6. 電子署名による合意- 確認画面

• 「ダウンロード」をクリックすると、契約書「ダウンロード」をクリックすると、契約書「ダウンロード」をクリックすると、契約書「ダウンロード」をクリックすると、契約書
ののののPDFファイルをダウンロードします。ファイルをダウンロードします。ファイルをダウンロードします。ファイルをダウンロードします。

• ダウンロード可能期間は電子署名依頼ダウンロード可能期間は電子署名依頼ダウンロード可能期間は電子署名依頼ダウンロード可能期間は電子署名依頼
メール受領からメール受領からメール受領からメール受領から30日間となります。日間となります。日間となります。日間となります。

• 「「「「Finish」で終了します。」で終了します。」で終了します。」で終了します。

• 電子合意者の氏名と手書きによる署名電子合意者の氏名と手書きによる署名電子合意者の氏名と手書きによる署名電子合意者の氏名と手書きによる署名

• 署名者氏名署名者氏名署名者氏名署名者氏名

• 署名日時署名日時署名日時署名日時

（署名欄サンプル）
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5. 電⼦署名受領通知
後ほど弊社より、承認(認定)通知メールを送付いたします。（次項参照）
弊社側署名および捺印はございません。承認(認定)通知メールをもちまして、ビジネス・パートナー契約の締結完了となります。
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6-1. IBMビジネス・パートナー契約 - 承認(認定)通知 <ハードウェア、サービス>
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6-2. IBMビジネス・パートナー契約 - 承認(認定)通知 <ソフトウェア>

From: Partnerworld Contactservices/Japan/IBM@IBMJP
To: xxxxxxx@xxxxx.co.jp
Date: 201x/xx/xx xx:xx
Subject: <IBM: Channel Value Rewards> リレーションシップ申請: 承認のお知らせ

以下に示す通り、貴社は Channel Value Rewards の IBM ビジネス・パートナー様であると承認されました。本通知はIBMビジネス・パートナー契約書プロファ

イルで規定されている「電子的受諾」の項で定める項 IBM の電子認定確認書であり、貴社のリマーケター番号は xxxxxxxxxxです。ディストリビューター

xxxxxxxxxxへのご注文には必ずリマーケター番号を記載してください。

Channel Value Rewards 用 IBM ビジネス・パートナー契約で参照されている「リレーションシップの詳細」に関する承認は下記のとおりであり、同契約に含ま

れます。

これらの承認は印刷のうえ、契約とともに保管してください。

Channel Value Rewards 用 IBM ビジネス・パートナー契約の契約開始日は [DATE_TODAY] で、契約期間は 2 年です。貴社は、指定した IBM ディストリ

ビューターの承認があれば、契約開始日の翌営業日からそのディストリビューターに発注を開始できます。IBM が書面に特に明記していない限り、契約はさら

に 2 年間、自動的に更新されます。ただし、貴社は契約を更新しないことを書面で IBM に通知することもできます。契約をが更新しない場合には、貴社または

IBM の双方が 3 カ月前に書面でその旨を通知する責任を負います。

貴社には、次の製品グループおよびリマーケター・タイプが認定されています。

xxxxxxxxxxxxxxxx

貴社は、以下のお客様への販売をすることが承認されています。

xxxxxxxxxxxxxxxx

Channel Value Rewards に関する追加情報が IBM のインターネット Web サイト (https://www.ibm.com/partnerworld/page/pw_com_sfw_svp) に掲載され

ています。

PartnerWorld® ID: xxxxxxxx今後とも Channel Value Rewards をお引き立てくださいますようよろしくお願いいたします。
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お問い合わせ先

 PartnerWorld登録について

<IBMパートナー・サポート・デスク> ibmpsdjp@jp.ibm.com

 IBMビジネス・パートナー契約 について

<Partner QA>  PRTNRQA@jp.ibm.com
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